
特定小型原動機付自転車の保安基準概要
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○ 公布・施行日：令和４年１２月２３日（最高速度表示灯のみ、施行：改正道交法施行日）

○ 特定小型原動機付自転車（電動キックボード等）の安全確保のため、その構造や使われ方を
踏まえて保安基準を設定

特定小型原動機付自転車の保安基準項目

特定小型原動機付自転車の範囲

警音器

制動装置

前照灯

尾灯、
制動灯

方向指示器

後部反射器

（注）最高速度表示灯

バッテリーの安全性

車道等では点灯、歩道では点滅

（ブレーキ）

走行安定性

スピードリミッター

・ 最高速度 ： ２０km/h以下 ・ 車体の大きさ ： 長さ１．９m以下、 幅０．６m以下
・ 定格出力 ： ０．６kW以下

その他満たすべき基準

（クラクション等）

など

（ヘッドライト）

PSEマーク等の基準への適合を確認

（ウィンカー）

（テールランプ、
ブレーキランプ）

（リフレクター）

段差等を安全に走行できること

設定最高速度を超えて加速しないこと、
走行中は設定最高速度の変更ができないこと

（注）歩道を6km/h以下で走行するモードを有しないものについては、点滅機能は不要



特定小型原動機付自転車の保安基準の要件概要と適用日
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項目 要件概要

接地部及び接地圧 道路を破損するおそれのないものであること。

制動装置
２個の独立した操作装置を有し、確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、制動停止距離が５ｍ以下であること。

２系統以上のうち１系統は、平坦な舗装路面等で確実に特定小型原動機付自転車を停止状態に保持できること。

車体 堅牢で運行に十分耐えるものであること。乗車装置が確実に取付けられ、振動、衝撃等によりゆるみが生じないようになっていること。

安定性 一定のくぼみや段差の路面において安定した走行を確保し、運転者による制御が可能であること。

前照灯 夜間前方15ｍの距離の障害物を確認できること。

尾灯 夜間後方300ｍから点灯を確認できること。

制動灯 昼間後方100ｍから点灯を確認できること。

後部反射器 夜間後方100ｍから走行用前照灯で照射した場合にその反射光を確認できること。

警音器 適当な音響を発するものであること（自転車に装着されるベル等でも可）。

方向指示器 車両中心線上の前方及び後方30ｍの距離から指示部を見通すことができる位置に少なくとも左右１個ずつ取り付けられていること。

速度抑制装置
設定最高速度で走行しているときに加速装置を操作しても加速しないこと。設定最高速度が２種類以上ある場合、走行中に設定変更

ができないこと。

電気装置
原動機用蓄電池は以下のいずれかの基準に適合していること。

国連規則、欧州規格、国連危険物輸送勧告、PSEマーク（電気用品安全法に基づく表示）

乗車装置 乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造であること。

最高速度表示灯
昼間前方及び後方25mから点灯を確認できること。

車道モード：緑色点灯、歩道モード：緑色点滅

＜特定小型原動機付自転車の保安基準の要件概要＞※具体的な基準について、国交省HPにも掲載。（https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html）

＜特定小型原動機付自転車の保安基準の適用日＞

公布日 適用日

令和４年１２月２３日 新車
改正道路交通法
の施行日※

使用
過程

最高速度表示灯 令和６年１２月２３日※１

上記以外の装置
改正道路交通法
の施行日※２

※１ 最高速度表示灯を有しないものは令和６年１２月２３日までの間、歩道走行不可
※２ 改正道路交通法公布の日（令和４年４月２７日）から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日



民間機関等による基準適合性確認制度

国による市場サーベイランス等

安全な電動キックボード等の普及を促進するためには、関係省庁等とも連携しつつ、保安基準に適合しない

「不適合品」の流通防止を図ることが重要

このため、保安基準の策定とあわせ、①民間機関等による基準適合性確認制度を創設したほか、②国によ

る市場サーベイランス等の導入に向けて検討中

安全な電動キックボード等の普及に向けた環境整備（不適合品の排除等）

市場措置の環境整備

国土交通省は、民間の機関・団体等（確認機関）の能力をあらかじめ審査・公表

確認機関は、電動キックボード等のメーカー・販売事業者等からの申請に基づ
き、以下の項目について基準適合を確認
（①サンプル車の保安基準適合性、②品質管理能力、③販売履歴の管理・不
具合発生時の製品回収に係る能力）

確認を受けた電動キックボード等には、申請者、確認機関の名称等を記入した
特別な表示を目立つ位置に貼付

国土交通省は、確認を受けた電動キックボード等について、確認機関名、メー
カー名、販売者名、型式、写真等の情報をリスト化し、ホームページ等で公表

確認機関として不適切と認められる事案があった場合には、公表のうえ、当該
機関・団体等を確認機関のリストから削除

不適合品に関する情報提供窓口の設置や、市場抜取を通じ
た車両の性能確認等により市場の実態を把握

関係行政機関（警察庁・経産省・消費者庁）等に対し情報提供

設計製造に起因する基準不適合が発生した場合
には、リコール制度に準じた取扱いを行う

確認機関

国土交通省

メーカー等

ユーザー

申請

報告
情報
提供

販売等

適合
表示
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（令和４年１２月に措置済）

（令和４年１２月に措置済）（令和５年度より実施）
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性能等確認実施機関の認定 性能等確認の実施

確認 表示状況の管理

申
請

①保安基準適合性
②品質管理
③改善措置の体制

適
合
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知

必要書類・
実車の準備
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規程の策定 要領の策定 性能等確認の受付開始

適
合
通
知

HP等へ公表

適合

シールの貼付

製作者等が作成し、
性能等確認を受けた
型式の車両に貼付

表
示
状
況
の
報
告

車両型式、外観図、
製作者等の情報を月次で更新

令和4年12月
公布・施行

申請に必要な準備

①保安基準適合性の確認に関すること
・確認用の実車（サンプル車）
・各種申請様式
・諸元表、外観図、構造・装置の概要書等

②品質管理の手法に関する書類

③改善措置の実施に関する書類
（不具合情報の収集、分析や評価を含む、
改善措置の実施手順等を示すもの）

今春目途で認定、HP
等への公表を予定

申請に向けた
問合せ等あり
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特定小型原動機付自転車の性能等確認制度における主な手続きの流れ


